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各  位                                                             平成 24 年 3 月 16 日 

                         会社名  キムラユニティー株式会社 
                         代表者名 代表取締役社長 木 村 幸 夫 
                         （コード番号 9368 東証・名証第１部） 

          問合せ先       
                              執行役員管理副本部長 小 山 幸 弘 

                                    TEL ０５２(９６２)７０５３ 
 

株主優待制度の内容変更に関するお知らせ 

  当社は、本日開催の臨時取締役会において、株主優待制度を下記の通り変更することを決議

いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１．変更の理由 

   当社は、株主の皆様からの日頃の温かいご支援等にお応えするとともに、当社株式への魅

力を高め長期的に保有していただくことを目的に株主優待制度を実施してまいりました。こ

の度、株主の皆様へのより公平な利益還元及び多くの株主の皆様に当社株式をより長期間に

わたり保有していただくために、株主優待制度の一部を拡充、変更させていただくこととし

ました。 

 

２．変更の内容 

（１） 基準となる保有株式数及び優待内容を変更いたします。 

保有株式数 500 株以上 1,000 株未満の区分を新設いたします。 

（２） 長期保有優待制度の新設 

500 株以上保有していただいている株主様に対して、長期保有（２年以上）の区分を新

設いたします。 

現行 変更後 

所有株式数 優待内容 所有株式数 優待内容 

100 株以上 

500 株未満 
お米券 ２ｋｇ

お米券 ３ｋｇ

  （新設） 
100 株以上 

1,000 株未満 
お米券 ２ｋｇ

500 株以上 

1,000 株未満 2 年以上保有の場合

お米券 ５ｋｇ

   （新設） 

お米券 ５ｋｇ

1,000 株以上 お米券 ５ｋｇ 1,000 株以上 2 年以上保有の場合

お米券 ７ｋｇ

         （新設） 

 

３．実施時期 

  平成 24 年 3 月 31 日現在の株主名簿に記録された株主様より実施させていただきます。 

 ※長期保有優待制度対象者：平成 24 年 3 月 31 日以降、毎年 3月 31 日及び 9月 30 日の株主名簿に

同一の株主番号で連続５回以上記載されている株主様 
                                         以 上 


